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一関市選挙管理委員会 

一関市議会議員選挙公報

一関市選挙管理委員会　TEL21-2111 

平成29年10月1日執行

10月1日㈰ に予定のある人へ
期日前投票制度を活用しましょう

◇投票日当日に▼仕事がある▼冠婚葬祭などがある▼旅行や買い物
　などで出掛けている▼障がい、病気、けが、妊娠のため歩行が困難-
　などの理由で投票所で投票できない人は、「期日前投票」をすること
　ができます。
◇今回の選挙から、従来の市役所本庁・各支所のほか、商業施設など
　に期日前投票所を設置します。各期日前投票所の開設期間などは
　8ページをご覧ください。
◇あらかじめ、入場券の裏面にある宣誓書に必要事項をご記入いただ
　くと受け付けがスムーズです。ハンコは必要ありません。
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つくろうよ　明るい未来を　一票で

「一関市長選挙」の無投票について
　10月1日執行「一関市長選挙」は、届け出のあった候補者が１人だったこ
とから、公職選挙法第100条第４項の規定により投票を行いません。

◇届け出のあった候補者…勝部おさむ （67） 無所属

　一関市長選挙における選挙公報の発行は、同選挙における候補者が１人であり、一関市選挙公報の発行に関する条例第６条の規
定に該当するため、中止しました。
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期日前投票制度を活用してください
　今回の選挙から、従来の市役所本庁・各支所のほか、
商業施設などに期日前投票所を設置します。各期日前
投票所の開設期間などは下表のとおりです。
　投票日に予定がある人などは、買い物・病院・仕事・
学校の行き帰りなどに合わせて、期日前投票制度を活
用してください。

　なお、入場券が届いていない場合でも、選挙人名簿
に登録されている本人であることが確認できれば投票
できます。

※期日前投票をする日に満年齢18歳に達していない
人は、不在者投票をすることになります。不在者投
票は、市役所本庁および各支所でできます。

期日前投票所　※投票日に用事のある人などが投票できます　※どの投票所でも投票できます

施　　設　　名 開　設　期　間 開　設　時　間

市役所本庁
９月２５日㈪〜 ３０日㈯

午前８時３０分〜午後８時
市役所各支所（７カ所） 午前９時〜午後８時
イオンスーパーセンター 一関店

９月２７日㈬〜 ３０日㈯
午前１０時〜午後９時

千厩ショッピングモール エスピア
午前９時〜午後８時

大東コミュニティセンター ９月２８日㈭〜 ３０日㈯

特例期日前投票所
施　　設　　名 開　設　期　日 開　設　時　間

内野生活改善センター
９月２７日㈬ 午前１０時〜午後３時市之通自治交流会館

京津畑交流館山がっこ
山目市民センター笹谷分館 ９月２9日㈮ 午前９時〜午後４時
室根平原地区会館

９月３０日㈯
午前９時〜正午

曲田地区ふれあいセンター 午前１０時〜午後３時

10月1日（日）の投票日には、商業施設に共通投票所を新設します
共通投票所　（投票日当日に、どなたでも投票できる投票所です）

施　　設　　名 開　設　期　日 開　設　時　間

イオンスーパーセンター 一関店
10月１日㈰ 午前８時〜午後６時

千厩ショッピングモール エスピア

みんなで投票。みんなで参加。
あなたの一票大切に。
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投票所再編による新投票所一覧 投票所開設日時：
10月1日㈰ 午前7時～午後6時

従来の投票区 従来の投票所 新しい投票区 新しい投票所 投票区の区域（地区：該当行政区）

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
関

第１ 一関図書館

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
関

第１ 一関図書館
一関：1、2、3、4、5、7、8、9、銀座、大町、12、

13、14、15、16西（うち桜木町、上大槻街、
東地主町）、18、19、高崎、釣親第2 一関学院高等学校（廃止）

第3 一関20区公民館 第２ 一関20区公民館 一関：20（うち西沢、柄貝、相去を除く）

第4 関が丘コミュニティセンター 第３ 関が丘コミュニティセンター 一関：関が丘1、関が丘2、関が丘3、関が丘4、　
　　　関が丘5、関が丘6

第5 一関小学校 第４ 一関小学校
一関：16東、16中、16西（うち桜木町、上大槻街、

東地主町除く）、17、20（うち西沢、柄貝、
相去）

第6 宮下公民館（廃止）

第５ 一関市役所
山目：宮下、宮前、中央、竹山、五代、銅谷、前田、
　　　11、12、13、山手、沢内
中里：12

第7 一関市役所

第10 山目市民センター笹谷分館（廃止）

第11 沢内公民館（廃止）

第8 山目小学校 第６ 山目小学校 山目：三反田1、三反田2、5、青葉1、青葉2、幸、
　　　6、才天、十二神、末広1、末広2

第9 赤荻小学校 第７ 赤荻小学校 山目：7―北、7―南、8、共林、中通、中条、宿、
　　　10

第12 中里市民センター

第８ 中里市民センター 中里：1、2、3、4、5、6、7、10、11、里が丘、
　　　蘭梅、太平第13 龍澤寺こども園（廃止）

第14 中里第11民区集会所（廃止）

第15 サン・アビリティーズ一関 第９ サン・アビリティーズ一関 真滝：三関1、三関2、三関3、三関4、2、3

第16 狐禅寺市民センター 第10 狐禅寺市民センター 真滝：4、5、6

第17 真滝７区公民館（廃止）

第11 滝沢市民センター 真滝：7、8、9、10、11、12、水口第18 滝沢市民センター

第19 牧沢集会所（廃止）

第20 真柴コミュニティセンター 第12 真柴コミュニティセンター 真滝：13、14

第21 南小学校 第13 南小学校 一関：6、台東
真滝：15　

第22 東中田集会所 第14 東中田集会所 真滝：東中田

第23 一関自然休養村管理センター 第15 一関自然休養村管理センター 厳美：1、2、3、4、11、12、13、霜後

第24 厳美市民センター山谷分館 第16 厳美市民センター山谷分館 厳美：5、6、7

第25 一関生活改善センター

第17 一関生活改善センター 厳美：8、9、10、14、15、16、17、18第26 小猪岡ミーティングハウス（廃止）

第27 瑞山公民館（廃止）

第28 萩荘１区公民館（廃止）
第18 一関工業高等専門学校 萩荘：1、脇田郷、川崎、駒下、高梨、2

第29 岩手県南技術研究センター（廃止）

第30 萩荘市民センター

第19 萩荘市民センター 萩荘：3、4、5、6、7　
第31 川台中央公民館（廃止）

第32 中大桑公民館（廃止）

第33 古内公民館（廃止）

第34 萩荘市民センター市野々分館
第20 萩荘市民センター市野々分館 萩荘：9、10、11

第35 萩荘第11区公民館（廃止）

第36 旧達古袋保育園
第21 旧達古袋保育園 厳美：達古袋１、達古袋２、

　　　達古袋３、達古袋４第37 長倉部落公民館（廃止）

第38 舞川第２区公民館（廃止）

第22 舞川小学校 舞川：1、2、3、4、5、6、7、8、9第39 舞川小学校

第40 舞川第８区公民館（廃止）

第41 舞川中学校（廃止）

第23 一関文化伝承館 舞川：10、11、12、13、14、15、16、17、18第42 舞川第12区公民館（廃止）

第43 一関文化伝承館

第44 弥栄市民センター

第24 弥栄市民センター 弥栄：1、2、3、4、5、6、7、8第45 弥栄市民センター平沢分館（廃止）

第46 鶴巻集会所（廃止）
※投票区の区域欄の太字は従来の投票区域が分割または統合され、新たな投票所となった地区：該当行政区です。
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花
　
　
　
　
　
泉

第1 高倉介護予防センター

花
　
　
　
　
　
泉

第１ 高倉介護予防センター 永井：3、4

第2 永井市民センター 第２ 永井市民センター 永井：1-1、1-2、2、5、6、7、8、9

第3 花泉子育て支援センター（廃止）
第３ 涌津市民センター 涌津：2、3、4、5、6、7

第4 涌津市民センター

第5 一関市役所花泉支所 第４ 一関市役所花泉支所 涌津：1-1、1-2、1-3
花泉：5-1、5-2、6、7

第6 蝦島コミュニティセンター（廃止）
第５ 油島市民センター 油島：1、2、3、4、5-1、5-2、6

第7 油島市民センター

第8 花泉市民センター 第６ 花泉市民センター 花泉：1、2、3、4、8-1、8-2、9

第9 老松介護予防センター 第７ 老松介護予防センター 老松：1、2、3、4、5、6

第10 日形市民センター 第８ 日形市民センター 日形：1、2、3、4-1、4-2、5

第11 金沢市民センター 第９ 金沢市民センター 金沢：1-1、1-2、2、3、6-1、6-2、7

第12 刈生沢コミュニティセンター 第10 刈生沢コミュニティセンター 金沢：4-1、4-2、5-1、5-2
日形：6

大
　
　
　
　
　
東

第1 大原市民センター

大
　
　
　
　
　
東

第１ 大原市民センター
大原：上大原下の一部、山口の一部、
　　　大久保の一部、若宮上、若宮下、下大原、
　　　笠置、川内、中島、川原町、一市、六日町、
　　　立町、下町第5 本郷若宮会館（廃止）

第2 内野生活改善センター（廃止）
第２ 上大原上ふるさと交流館 大原：上内野、中内野、

　　　下内野、上大原上、上大原下の一部第3 上大原上ふるさと交流館

第4 藤ヶ崎自治会館 第３ 藤ヶ崎自治会館 大原：山口の一部、藤ヶ崎、払川、
　　　大久保の一部

第6 大東コミュニティセンター
第４ 大東コミュニティセンター

摺沢：八幡、上摺沢、栃折沢、源八、大金、
　　　長者、松原、羽根折沢、上町、仲町、沼田、
　　　下摺沢、流矢、小沼、堺ノ沢、駅前、旭町、
　　　但馬、観音、高校通り、荒屋敷第7 松原自治会館（廃止）

第8 大東バレーボール記念館 第５ 大東バレーボール記念館 興田：八日町、前田野、大住、小西、鳥海、小森、
　　　前畑、下中川

第9 下沖田公民館 第６ 下沖田公民館 興田：向山、天狗田、上天狗田、下沖田、沖田

第10 丑石自治会館
第７ 丑石自治会館 興田：東丑石、西丑石、市之通

第11 市之通自治交流会館（廃止）

第12 中川体育館（廃止）
第８ 中川生活改善センター 興田：野田、遅沢、京津畑、上中川、中川

第13 京津畑体育館（廃止）

第14 猿沢伝承交流館

第９ 猿沢伝承交流館 猿沢：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、
　　　12、13

第15 峠自治会館（廃止）

第16 新渡戸振興センター（廃止）

第17 下猿沢自治会館（廃止）

第18 曽慶第６区自治会館（廃止）

第10 大東曽慶地区センター 渋民：1、2、3、4、5、6、7、13第19 大東曽慶地区センター

第20 曽慶第２区研修会館（廃止）

第21 大東渋民集会センター 第11 大東渋民集会センター 渋民：8、9、10、11、12

千
　
　
　
　
　
厩

第1 千厩農村勤労福祉センター

千
　
　
　
　
　
厩

第１ 千厩農村勤労福祉センター 千厩：1-1、1-2、1-3、5
磐清水：24第10 にごりぬま会館（廃止）

第2 一関市役所千厩支所 第２ 一関市役所千厩支所 千厩：2-1、2-2、2-3、3、4

第3 小梨市民センター
第３ 小梨市民センター 小梨：6、7、8、9、10

第4 千厩こがね館（廃止）

第５ 清田小学校 第４ 清田小学校 清田：11、12、13

第６ 奥玉ふるさとセンター

第５ 奥玉ふるさとセンター 奥玉：14、15、16、17、18、19、20、21第７ 大平集落センター（廃止）

第８ 寺崎前構造改善センター（廃止）

第９ 磐清水文化センター 第６ 磐清水文化センター 磐清水：22、23

※投票区の区域欄の太字は従来の投票区域が分割または統合され、新たな投票所となった地区：該当行政区です。
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東
　
　
　
山

第１ 東山地域交流センター

東
　
　
　
山

第１ 東山地域交流センター 長坂：1、2、3、4、5、6

第２ あたごセンター
第２ あたごセンター 長坂：7、8、9、10

第３ 東山里前集会所（廃止）

第４ 田河津市民センター 第３ 田河津市民センター 田河津：1、2、3、4、5、6、7、8

第５ 東山農村勤労福祉センター（廃止）
第４ 松川市民センター 松川：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

第６ 松川市民センター

室
　
　
　
根

第１ 室根第４区集落センター

室
　
　
　
根

第１ 室根第４区集落センター 室根：1、2、3、4

第２ 室根市民センター（廃止）
第２ 一関市役所室根支所 室根：5、6、7、8、9、10

第３ 一関市役所室根支所

第４ 室根西小学校 第３ 室根西小学校 室根：11、12

第５ 室根第15地区会館 第４ 室根第15地区会館 室根：13、14、15

第６ 室根竹野下地区会館
第５ 室根竹野下地区会館 室根：16、17、18、19、20

第７ 室根千代ヶ原地区会館（廃止）
（室根平原地区会館）

川
　
　
　
崎

第1 川崎市民センター

川
　
　
　
崎

第１ 川崎市民センター
薄衣：本町、川崎仲町、横町、新町、
　　　鴨地、赤柴、川崎大久保、
　　　泉沢、巻畑第4 大久保公民館（廃止）

第2 矢作公民館（廃止）
第２ 川崎小学校 薄衣：陳が森、外山西部、外山東部、矢作、

　　　高成、砂子田、柳沢、石畑第3 石畑研修センター（廃止）

第5 妻神公民館（廃止）
第３ 川崎農村研修センター

門崎：千手堂、布佐、妻神、
　　　針山、銚子、神平、
　　　官紅、舘萩、所萱第6 川崎農村研修センター

藤
　
　
　
　
　
沢

第1 藤沢保健センター（廃止）

藤
　
　
　
　
　
沢

第１ 藤沢体育館 藤沢：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、
23

第2 西口コミュニティセンター（廃止）

第3 本郷白藤交流館（廃止）

第7 ひまわり館（廃止）

第4 藤沢市民センター黄海分館

第２ 藤沢市民センター黄海分館 藤沢：12、13、14、15、16、17、18、19、20、
21、22

第5 曲田地区ふれあいセンター（廃止）

第6 中山自治会館（廃止）

第8 黄北ふれあいセンター（廃止）

第9 保呂羽コミュニティセンター 第３ 保呂羽コミュニティセンター 藤沢：36、37、38、39

第10 大籠コミュニティセンター（廃止）
第４ 郷土文化保存伝習館 藤沢：40、41、42、43

第11 郷土文化保存伝習館

第12 徳田交流館 第５ 徳田交流館 藤沢：24、25、26、27、28

第13 第30区自治会館（廃止）
第６ 新沼コミュニティセンター 藤沢：29、30、31、32、33、34、35

第14 新沼コミュニティセンター

※投票区の区域欄の太字は従来の投票区域が分割または統合され、新たな投票所となった地区：該当行政区です。



（この選挙公報は、候補者から提出された掲載文をそのまま写真製版により印刷したものです。）（この選挙公報の掲載順序は、くじで決定しています。）

（12）

バス・タクシー乗車券について
◇バス・タクシー乗車券
　全ての有権者に、投票に出掛けるときに使用できるバス・タクシー乗車券を配付します。
　往復分２枚とし、１枚あたり300円分（計600円分）割引になります。
　各世帯に配付する投票所入場券（下記サンプル参照）に印刷して郵送しますので、
　切り取って利用してください。
◇利用できる期間
　平成29年９月25日㈪から10月1日㈰まで（期日前投票開始の日から投票日まで）

（入場券サンプル）	 （表）	 （裏）

乗車券を利用できるバスなど
利用できるバスなど 運行している区域

岩手県交通バス 市内全域
東磐交通バス 東山地域、一関地域

市営バス 花泉地域、大東地域、千厩地域、室根地域、川崎地域（弥
栄地区含む）

なの花バス 一関地域
藤沢病院患者輸送バス 藤沢地域
デマンド型乗合タクシー

（一関地区タクシー業協同組合）
一関地域達古袋地区および舞川地区、大東地域およ
び東山地域（猿沢線）　※予約が必要です

岩手県タクシー協会一関支部会員のタクシー 市内全域
一関タクシー、県南タクシー、なのはな観光タクシー、一関中央交通、アイタクシー、花泉タクシー、
千厩タクシー、西宗タクシー、東磐交通、磐井タクシー、摺沢タクシー、大原タクシー、郡南タクシー、
藤沢タクシー、長坂タクシー、川崎タクシー、室根タクシー　の計１７社
福祉タクシー一関、介護タクシーすずき、花
泉ケアタクシー、ケアタクシー千田、　ケアタ
クシー菅原

市内全域　※福祉タクシーの利用には、一定の条件があります

こちらを
切り取って
使用してください。
１枚300円 分（往 復 で600
円分の）割引券として利用
できます。


